
平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報
政
令
第
三
百
七
十
七
号

水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
二
号
）
附
則
第
一
条
第

一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
平
成
二
十
八

年
十
二
月
十
八
日
と
し
、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
平
成
三
十
年
一
月
一
日
と
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

山
本

早
苗

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

文
部
科
学
大
臣

馳

浩

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

農
林
水
産
大
臣

森
山

経
済
産
業
大
臣

林

幹
雄

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

環
境
大
臣

大

珠
代

（
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
も
の
）

第
三
条

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

水
銀
（
水
銀
以
外
の
物
と
混
合
し
て
い
る
場
合（
水
銀
以
外
の
金
属
と
の
合
金
に
含
ま
れ
る
場
合
を
含
む
。）は
、

水
銀
の
含
有
量
が
全
重
量
の
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
混
合
物
に
含
ま
れ
る
も
の
に
限
る
。）

二

塩
化
第
一
水
銀
（
塩
化
第
一
水
銀
以
外
の
物
と
混
合
し
て
い
る
場
合
は
、
塩
化
第
一
水
銀
の
含
有
量
が
全
重
量

の
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
混
合
物
に
含
ま
れ
る
も
の
に
限
る
。）

三

酸
化
第
二
水
銀
（
酸
化
第
二
水
銀
以
外
の
物
と
混
合
し
て
い
る
場
合
は
、
酸
化
第
二
水
銀
の
含
有
量
が
全
重
量

の
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
混
合
物
に
含
ま
れ
る
も
の
に
限
る
。）

四

硫
酸
第
二
水
銀
（
硫
酸
第
二
水
銀
以
外
の
物
と
混
合
し
て
い
る
場
合
は
、
硫
酸
第
二
水
銀
の
含
有
量
が
全
重
量

の
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
混
合
物
に
含
ま
れ
る
も
の
に
限
る
。）

五

硝
酸
第
二
水
銀
及
び
硝
酸
第
二
水
銀
水
和
物
（
硝
酸
第
二
水
銀
及
び
硝
酸
第
二
水
銀
水
和
物
以
外
の
物
と
混
合

し
て
い
る
場
合
は
、
硝
酸
第
二
水
銀
及
び
硝
酸
第
二
水
銀
水
和
物
の
含
有
量
の
合
計
が
全
重
量
の
九
十
五
パ
ー
セ

ン
ト
以
上
で
あ
る
混
合
物
に
含
ま
れ
る
も
の
に
限
る
。）

六

硫
化
水
銀
（
辰し
ん

砂
に
含
ま
れ
る
も
の
を
含
み
、
硫
化
水
銀
以
外
の
物
と
混
合
し
て
い
る
場
合
（
辰
砂
に
含
ま
れ

る
場
合
を
除
く
。）は
、
硫
化
水
銀
の
含
有
量
が
全
重
量
の
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
混
合
物
に
含
ま
れ
る

も
の
に
限
る
。）

水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
三
百
七
十
八
号

水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
二
号
）第
二
条
第
一
項
、

第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
特
定
水
銀
使
用
製
品
）

第
一
条

水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特

定
水
銀
使
用
製
品
（
以
下
単
に
「
特
定
水
銀
使
用
製
品
」
と
い
う
。）と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

一

電
池
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

イ

酸
化
銀
電
池
（
水
銀
の
含
有
量
が
全
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
っ
て
、
ボ
タ
ン
電
池
で
あ
る
も
の
に

限
る
。）

ロ

空
気
亜
鉛
電
池
（
水
銀
の
含
有
量
が
全
重
量
の
二
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
っ
て
、
ボ
タ
ン
電
池
で
あ
る
も
の

に
限
る
。）

二

ス
イ
ッ
チ
及
び
リ
レ
ー

三

一
般
照
明
用
の
コ
ン
パ
ク
ト
形
蛍
光
ラ
ン
プ
及
び
電
球
形
蛍
光
ラ
ン
プ
（
発
光
管
一
本
当
た
り
の
水
銀
の
含
有

量
が
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
定
格
消
費
電
力
が
三
十
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。）

四

一
般
照
明
用
の
直
管
形
蛍
光
ラ
ン
プ
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

一
個
当
た
り
の
水
銀
の
含
有
量
が
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
定
格
消
費
電
力
が
六
十
ワ
ッ

ト
未
満
の
も
の
の
う
ち
、
三
波
長
形
の
蛍
光
体
を
用
い
た
も
の

ロ

一
個
当
た
り
の
水
銀
の
含
有
量
が
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
定
格
消
費
電
力
が
四
十
ワ
ッ

ト
以
下
の
も
の
の
う
ち
、
ハ
ロ
り
ん
酸
塩
を
主
成
分
と
す
る
蛍
光
体
を
用
い
た
も
の

五

一
般
照
明
用
の
高
圧
水
銀
ラ
ン
プ

六

電
子
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
用
の
冷
陰
極
蛍
光
ラ
ン
プ
及
び
外
部
電
極
蛍
光
ラ
ン
プ
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

一
個
当
た
り
の
水
銀
の
含
有
量
が
三
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
長
さ
が
五
百
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

ロ

一
個
当
た
り
の
水
銀
の
含
有
量
が
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
長
さ
が
五
百
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
を
超
え
千
五
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

ハ

一
個
当
た
り
の
水
銀
の
含
有
量
が
十
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
長
さ
が
千
五
百
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

七

化
粧
品
（
人
の
身
体
を
清
潔
に
し
、
美
化
し
、
魅
力
を
増
し
、
容
貌
を
変
え
、
又
は
皮
膚
若
し
く
は
毛
髪
を
健

や
か
に
保
つ
た
め
に
、
身
体
に
塗
擦
、
散
布
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
方
法
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ

れ
て
い
る
物
で
、
人
体
に
対
す
る
作
用
が
緩
和
な
も
の
を
い
う
。）

八

動
植
物
又
は
ウ
イ
ル
ス
の
防
除
に
用
い
ら
れ
る
薬
剤
（
エ
チ
ル
メ
ル
ク
リ
チ
オ
サ
リ
チ
ル
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
別

名
チ
メ
ロ
サ
ー
ル
）
を
有
効
成
分
と
す
る
保
存
剤
（
エ
チ
ル
メ
ル
ク
リ
チ
オ
サ
リ
チ
ル
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
以
外
の
水

銀
等
（
法
第
一
条
に
規
定
す
る
水
銀
等
を
い
う
。）を
含
む
も
の
を
除
く
。）で
あ
っ
て
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の

品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
医
薬
品
及
び
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
に
添
加
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。）

九

気
圧
計
（
電
気
式
の
も
の
を
除
く
。）

十

湿
度
計
（
電
気
式
の
も
の
及
び
第
十
二
号
イ
に
掲
げ
る
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
を
部
品
と
し
て
用
い
て
製
造
さ
れ
る

も
の
を
除
く
。）

十
一

圧
力
計
（
電
気
式
の
も
の
、
二
百
三
十
度
以
上
の
温
度
で
計
る
こ
と
が
で
き
る
ダ
イ
ア
フ
ラ
ム
式
圧
力
計
で

あ
っ
て
目
量
（
計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
二
条
第
二
号
イ

に
規
定
す
る
目
量
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）が
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
も
の
及
び
温
度
の
大
き
な
変
化
、
著
し
い
振
動
そ
の
他
の
厳
し

い
条
件
の
下
で
計
る
こ
と
が
で
き
る
真
空
計
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

イ

計
る
こ
と
の
で
き
る
最
大
の
圧
力
（
絶
対
圧
力
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。）が
千
三
百
パ
ス
カ
ル
以
下
で

あ
っ
て
、
目
量
が
三
百
パ
ス
カ
ル
以
下
の
マ
ク
ラ
ウ
ド
真
空
計

ロ

計
る
こ
と
の
で
き
る
最
大
の
圧
力
が
六
万
六
千
パ
ス
カ
ル
以
下
で
あ
っ
て
、
目
量
が
二
百
パ
ス
カ
ル
以
下
の

Ｕ
字
管
真
空
計

十
二

温
度
計
（
電
気
式
の
も
の
及
び
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
体
温
計
で
あ
る
も
の
を
除

く
。）を
除
く
。）

イ

計
る
こ
と
の
で
き
る
最
高
の
温
度
が
三
百
度
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て
、
目
量
が
〇
・
五
度
以
下
の
も
の
（
ハ

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

ロ

計
る
こ
と
の
で
き
る
最
高
の
温
度
が
三
百
度
を
超
え
五
百
度
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て
、
目
量
が
二
度
以
下
の

も
の
（
ハ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

ハ

塩
酸
、
硫
酸
そ
の
他
の
腐
食
性
の
高
い
薬
品
の
温
度
を
計
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
計
る
こ
と
の

で
き
る
最
高
の
温
度
が
二
百
度
を
超
え
五
百
度
以
下
の
も
の
の
う
ち
、
目
量
が
二
度
以
下
の
も
の

十
三

血
圧
計
（
電
気
式
の
も
の
を
除
く
。）

（
製
造
工
程
）

第
二
条

法
第
十
九
条
の
政
令
で
定
め
る
製
造
工
程
は
、
次
に
掲
げ
る
物
品
の
製
造
工
程
と
す
る
。

一

水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
又
は
水
酸
化
カ
リ
ウ
ム

二

ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド

三

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
（
別
名
塩
化
ビ
ニ
ル
）

四

ナ
ト
リ
ウ
ム
メ
ト
キ
シ
ド
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
エ
ト
キ
シ
ド
、
カ
リ
ウ
ム
メ
ト
キ
シ
ド
又
は
カ
リ
ウ
ム
エ
ト
キ
シ
ド

五

ポ
リ
ウ
レ
タ
ン




